
 

 

各務原市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要

綱 

（平成２４年１２月４日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。

以下「法」という。）、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令（平成２４年政令

第２８６号。以下「令」という。）及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

（平成２４年国土交通省令第８６号。以下「省令」という。）に基づき、低炭素建築

物新築等計画の認定等の事務を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、令及び省令の定めるところによる。 

（技術的審査） 

第３条 法第５３条第１項又は第５５条第１項の規定による認定の申請をしようとす

る者（以下「申請者」という。）は、当該申請を行う前に、低炭素建築物新築等計画

が法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していることについて、次に掲げる機

関による技術的審査を受けることができる。 

（１）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）

第１４条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

（２）住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下「品確

法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（申請に係る建築物

に住宅以外の建築物が含まれている場合にあっては、建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関を兼ねている

ものに限る。） 

２ 前項各号に掲げる機関は、同項の技術的審査の結果、低炭素建築物新築等計画が

法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合すると認めた場合にあっては、適合して

いることを証する書類（以下「適合証」という。）を当該申請者に交付するものとす

る。 

（基準適合が確認できる書類） 

第３条の２ 法第５３条第１項又は第５５条第１項の規定による認定の申請のあった

低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項第１号に規定する基準に適合している

ことについて確認できる書類は、次に掲げるものとする。 



 

 

（１）前条第１項各号に掲げる機関が交付する適合証 

（２）品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書であって、日本住宅性能表

示基準（平成１３年国土交通省告示第１３４６号）別表１の５の項に規定する断

熱等性能等級が５以上であり、かつ、同項に規定する一次エネルギー消費量等級

が６であるもの。ただし、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分にあっては、

日本住宅性能表示基準別表１の５の項に規定する断熱等性能等級が４以上であり、

かつ、同項に規定する一次エネルギー消費量等級が５である場合に適合している

ことを確認できるものとする。 

（３）一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示

制度に基づく評価書（ＢＥＬＳ評価業務実施指針に基づく評価が、一戸建ての住

宅にあってはＮｅａｒｌｙ ＺＥＨ以上、共同住宅等にあってはＺＥＨ－Ｍ Ｏ

ｒｉｅｎｔｅｄ以上、非住宅建築物にあってはＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ以上の

場合に限る。） 

（市長が必要と認める図書） 

第４条 省令第４１条第１項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるもの

とする。 

（１）適合証により審査を受ける場合にあっては、その適合証 

（２）前条第２号の設計住宅性能評価書により審査を受ける場合にあっては、その写

し 

（３）建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の

促進のために誘導すべき基準（平成２４年経済産業省・国土交通省・環境省告示

第１１９号）Ⅱの第１の１（２）に該当する場合にあっては、第１号の適合証（第

３条第１項第２号に掲げる機関が交付するものに限る。）を添付する場合を除き、

品確法第５条第１項に規定する住宅性能評価書の写し又は品確法第４４条第３項

に規定する登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し 

（４）都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針（平成２４年経済産業省・国土交

通省・環境省告示第１１８号）４の（２）③の規定による都市の緑地の保全への

配慮に係る制限等を有する地域における場合にあっては、その制限等に適合する

旨の証明書等 

（５）前条第３号の評価書により審査を受ける場合にあっては、その写し 

（市長が不要と認める図書） 



 

 

第５条 省令第４１条第３項に規定する市長が不要と認める図書は、前条第３号の規

定により住宅性能評価書の写し又は住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっ

ては、当該基準に適合することの確認に必要な図書とする。 

（建築確認申請書等） 

第６条 申請者は、法第５４条第２項（法第５５条第２項において準用する場合を含

む。以下同じ。）の規定に基づく申出をする場合は、計画通知取扱申請書（様式第１

号）を添付するものとする。 

２ 法第５４条第２項の規定に基づき提出する建築基準法第６条第１項の確認の申請

書は、正本１通及び副本１通とする。 

（計画通知） 

第７条 市長は、計画通知取扱申請書を受理したときは、低炭素建築物新築等計画に

低炭素建築物新築等計画通知書（様式第２号）を添付し建築主事に通知するものと

する。 

（構造計算適合性判定に準じた審査の実施等） 

第８条 市長は、前条の規定による通知をした建築物に構造計算適合性判定（建築基

準法第６条の３第１項に規定する構造計算適合性判定をいう。以下同じ。）を要する

建築物が含まれている場合には、申請者に構造計算適合性判定に準じた審査を行う

よう求めるものとする。ただし、建築基準法第６条の３第７項に規定する適合判定

通知書の交付を受けた場合はこの限りでない。 

２ 申請者は、前項の審査を受けた場合は、その結果（以下「審査結果通知書」とい

う。）を市長に提出するものとする。ただし、建築基準法第６条の３第７項に規定す

る適合判定通知書の交付を受けた場合は、その写し及び関係書類を提出するものと

する。 

３ 市長は、前項の規定により審査結果通知書又は適合判定通知書の写しを受理した

場合は、前条の規定による通知にこれを添付するものとする。 

（適合するかどうか判断できない旨の通知） 

第９条 市長は、申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項各号に掲げ

る基準に適合するかどうか判断できない場合又は同条第４項において準用する建築

基準法第１８条第１５項の規定による適合するかどうかを決定できない旨の通知書

の交付を受けた場合は、適合するかどうか判断できない旨の通知書（様式第３号）

により当該申請者へ通知するものとする。 



 

 

（認定しない旨の通知） 

第１０条 市長は、申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項各号に掲

げる基準に適合しないと認めた場合又は同条第４項において準用する建築基準法第

１８条第１５項の規定による適合しない旨の通知書の交付を受けた場合は、認定し

ない旨の通知書（様式第４号）により当該申請者へ通知するものとする。 

（計画変更届） 

第１１条 法第５４条第１項（法第５５条第２項において準用する場合を含む。）の規

定による認定を受けた者（以下「認定建築主」という。）は、法第５４条第１項の規

定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画（以下「認定低炭素建築物新築等計

画」という。）の変更（省令第４４条各号に掲げる軽微な変更に限る。）をする場合

は、当該計画変更に係る工事に着手する前に、低炭素建築物新築等計画変更届（様

式第５号）の正本１通及び副本１通に当該変更に係る図書を添えて市長に提出する

ものとする。ただし、省令第４６条の２に規定する軽微な変更に該当していること

を証する書面の交付に係る申請を行う場合は、この限りでない。 

（軽微変更該当証明書） 

第１１条の２ 省令第４６条の２の規定により軽微な変更に該当していることを証す

る書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書（様式第５号

の２）の正本１通及び副本１通に、それぞれ当該変更をする計画に係る省令第４３

条第２項に規定する通知書又はその写し及び省令第４１条第１項に規定する図書

（当該変更に係る部分に限る。）を添えて市長に提出するものとする。 

２ 市長は、軽微変更該当証明書交付申請書を受理し、軽微な変更に該当することを

確認した場合は、軽微変更該当証明書（様式第５号の３）によりその旨を通知する

ものとする。 

（申請の取下届） 

第１２条 申請者が当該申請を取り下げる場合は、低炭素建築物新築等計画認定等申

請取下届（様式第６号）の正本１通及び副本１通を市長に提出するものとする。 

２ 前項の場合において、低炭素建築物新築等計画認定申請書の正本及びその添付図

書は返却しないものとする。 

（建築工事完了報告書） 

第１３条 認定建築主は、申請に係る建築物の建築工事を完了したときは、認定低炭

素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書（様式第７号）



 

 

により、認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨を市長に報告する

ものとする。 

２ 前項の規定による報告には、建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第

１８条第３項若しくは第４項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第７条５

項、第７条の２第５項又は第１８条第２２項若しくは第２６項に規定する検査済証

の写しを添付するものとし、必要に応じ工事写真を添付するものとする。 

（認定建築主変更等届） 

第１４条 次に掲げる者は、認定建築主変更等届（様式第８号）の正本１通及び副本

１通を市長に提出するものとする。 

（１）認定建築主の一般承継人 

（２）認定建築主から、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の所有権その他

建築及び維持保全に必要な権限を取得した者 

（報告の徴収） 

第１５条 法第５６条の規定による報告の徴収は、報告を求める旨の通知書（様式第

９号）により行うこととする。 

（改善命令） 

第１６条 法第５７条の規定による改善命令は、改善命令書（様式第１０号）により

行うこととする。 

（建築取りやめ申出書） 

第１７条 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出

は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出書（様

式第１１号）により行うものとし、省令第４３条第１項の規定による認定通知書を

添付するものとする。 

（認定の取消し） 

第１８条 法第５８条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消しの通知は、

認定取消通知書（様式第１２号）により行うこととする。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月８日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（令和７年３月３１日決裁） 



 

 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

 

計画通知取扱申請書 

 

年  月  日 

（宛先）各務原市長  

申請者の住所又は 

主たる事務所の所在地 

申請者の氏名又は名称           

                      代表者の氏名 

 

 

 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項の規定により、下記の低炭素建築物新築等 

計画について、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けたいので建築基準法施行規則

第１条の３に規定する書類を添付して申請します。 

 

記 

 

１．申請に係る建築物の位置 

 

２．建築物の用途 

 

３．延べ面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決裁年月日 

年  月  日 

 

  

第   号 

 

  

（注意） 

 １． ※印の欄には、記入しないでください。 

２． 申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式第２号（第７条関係） 

 

低炭素建築物新築等計画通知書 

 

 （宛先）各務原市 建築主事  

 

第     号 

年   月   日 

 

 

通知者官職  各務原市長        印 

 

 

 

 

建築主氏名            

設計者氏名            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付欄 消防通知欄 決裁欄 通知番号欄 

年  月  日 

 

  年  月  日 

第   号 

 

第   号 

  

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 

適合するかどうか判断できない旨の通知書 

 

 

          様 

 

 

各務原市長        印 

 

 

下記の申請については、下記の理由により都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項

の規定（法第５４条第２項の申し出があった場合は建築基準関係規定を含む。）に適合するかどう

か判断できないので、これを通知します。 

 

 

記 

 

１．申請年月日 

 

 

２．申請に係る建築物の位置 

 

 

３．理由 

 

 

 

 

 

（教示） 
１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、各務原市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
各務原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処
分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合
には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
処分の取消しの訴えを提起することができます。 



様式第４号（第１０条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

認定しない旨の通知書 

 

 

          様 

 

 

各務原市長        印 

 

 

下記の申請については、下記の理由により都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項

の規定（法第５４条第２項の申し出があった場合は建築基準関係規定を含む。）による認定をしな

いこととしたので、これを通知します。 

 

 

記 

 

１．申請年月日 

 

 

２．申請に係る建築物の位置 

 

 

３．理由 

 

 

 

 

 

 

（教示） 
１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、各務原市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
各務原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処
分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合
には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
処分の取消しの訴えを提起することができます。 



様式第５号（第１１条関係） 

 

低炭素建築物新築等計画変更届 

 

年  月  日 

（宛先）各務原市長 

 

 

届出者住所                

氏名                

 

 

低炭素建築物新築等計画を変更（国土交通省令で定める軽微な変更に限る。）したいので、各務

原市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱第１１条の規定によ

り届け出ます。 

 

記 

 

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号 

 

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日 

 

３．認定建築主の氏名又は名称 

 

４．認定に係る建築物の位置 

 

５．軽微な変更の内容 

  （前） 

 

  （後） 

 

６．変更理由 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 通 知 

   

※ 原本照合 

 

 
（注意） 

 １． ※印の欄には、記入しないでください。 

２． 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式第５号の２（第１１条の２関係） 
（第１面） 

軽微変更該当証明書交付申請書 
 
 

年  月  日 
 

（宛先）各務原市長  
 

提出者の住所又は 
主たる事務所の所在地 
 
提出者の氏名又は                  
名称及び代表者の氏名 
 
設計者氏名                       

 
 
 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（以下「省令」という。）第４６条の２の規定により、低炭

素建築物新築等計画の変更が省令第４４条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請し

ます。この申請書及び添付文書に記載の事項は、事実に相違ありません。 
 
 
 
〈計画を変更する建築物の直前の低炭素建築物新築等計画の認定〉 
 
【認定通知番号】          第       号 
 
 
【認定通知書交付年月日】      年   月   日 
 
 
【認定通知書交付者】 
 
 
【軽微な変更の概要】 
 
 
 
 
 
 
 
 
（本欄には記入しないでください。） 

受付欄 軽微変更該当証明書番号欄 決裁欄 

年  月  日 年  月  日 

 
第     号 第     号 

係員印 係員印 

（注意）第２面から第５面までとして省令別記様式第５第２面から第５面までに記載すべき事項を記載し

た書類を添えてください。 



様式第５号の３（第１１条の２関係） 

第   号 

年  月  日 

軽微変更該当証明書 

 
 様 

 
各務原市長           印    

 
 

下記の申請について、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第４４条の軽微な変更に該当して

いることを証明します。 

 
 

記 

１．申請年月日 

 
２．申請に係る建築物の位置 

 
３．変更内容 

 
４．変更前の低炭素建築物新築等計画の認定 

 
  認定通知番号          第     号 

 
  認定通知書交付年月日      年  月  日 

 
  認定通知書交付者 

 
 
 
 
 
 

 
（注意）この証明書は、大切に保存しておいてください。 



様式第６号（第１２条関係） 

 

低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届 

 

年  月  日 

（宛先）各務原市長 

 

 

届出者住所                

氏名                

 

 

次の申請を取り下げたいので届け出ます。 

 

１．申請の種類 

 

 

２．申請年月日 

 

 

３．申請に係る建築物の位置 

 

 

４．取り下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決裁年月日 

年  月  日 

 

  

第   号 

 

  

（注意） 

 １． ※印の欄には、記入しないでください。 

２． 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式第７号（第１３条関係） 

（表面） 

 

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書 

 

年  月  日 

（宛先）各務原市長 

 

報告者住所                

氏名                

 

 

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したので報告します。 

 

１．低炭素建築物新築等計画の認定（変更認定）番号 

 

２．低炭素建築物新築等計画の認定（変更認定）年月日 

 

３．認定建築主の氏名又は名称 

 

４．認定に係る建築物の位置 

 

５．建築工事完了年月日 

 

６．認定低炭素建築物新築等計画に従って建築物の建築工事が行われたことを確認した建築士等 

（   級）建築士（    ）登録第     号 

住所 

氏名                                  印 

（   級）建築士事務所（    ）知事登録第     号 

名称 

所在地 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決裁年月日 

年  月  日 

 

  

第   号 

 

  

（注意） 

 １． ※印の欄には、記入しないでください。 

２． 報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

３． 必要に応じ、工事写真を添付するとともに、建築基準法第６条第１項、第６条の２第１

項又は第１８条第３項若しくは第４項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第７条

第５項、第７条の２第５項又は第１８条第２２項若しくは第２６項に規定する検査済証の

写しを添付してください。 



（裏面） 

 

７．認定低炭素建築物新築等計画に従って建築物の建築工事が行われた旨の確認内容 

 確認を行った部位、 

材料の種類等 

照合内容 照合を行った 

設計図書 

照合結果（不適の場

合は、その内容） 

外壁、窓等

を通じての

熱の損失の

防止に関す

る基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一次エネル

ギー消費量

に関する基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

建築物の低

炭素化の促

進のために

誘導すべき

その他の基

準 

 

 

 

 

 

 

    

 



様式第８号（第１４条関係） 
 

認定建築主変更等届 
 

年  月  日 
（宛先）各務原市長 

 

 

届出者住所                
氏名                

 
 
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物について、一般承継又は所有権その他建築及び維

持保全に必要な権限を取得しましたので、各務原市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく

認定等に係る事務処理要綱第１４条の規定により報告します。 
 

記 
 
１．低炭素建築物新築等計画の認定番号 
 
 
２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日 
 
 
３．認定建築主の氏名又は名称（変更前） 
 
 
４．認定に係る建築物の位置 
 
 
５．変更等理由 
 
 
 
 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決裁年月日 
年  月  日 

 
  

第   号 
 

  

（注意） 

 １． ※印の欄には、記入しないでください。 

２． 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式第９号（第１５条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

報告を求める旨の通知書 

 

 

認定建築主 

          様 

 

各務原市長        印 

 

 

下記の認定低炭素建築物新築等計画について、都市の低炭素化の促進に関する法律第５６条の

規定により、報告を求めます。 

なお、この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法により罰せられることがありますの

で申し添えます。 

 

記 

 

 

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号 

 

 

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日 

 

 

３．認定建築主の氏名又は名称 

 

 

４．認定に係る建築物の位置 

 

 

５．報告を求める内容 

 

 

６．報告の期限 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１６条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

改善命令書 

 

 

認定建築主 

          様 

 

各務原市長        印 

 

 

下記の認定低炭素建築物新築等計画について、都市の低炭素化の促進に関する法律第５７条の

規定により、改善に必要な措置を命じます。 

 

 

記 

 

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号 

 

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日 

 

３．認定建築主の氏名又は名称 

 

４．認定に係る建築物の位置 

 

５．命ずる措置 

 

６．改善の期限 

 

 

 

（教示） 
１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、各務原市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
各務原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処
分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合
には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
処分の取消しの訴えを提起することができます。 



様式第１１号（第１７条関係） 

 

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）各務原市長 

 

申出者住所                

氏名                

 

 

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめたいので、次のとおり申し出ま

す。 

 

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号 

 

 

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日 

 

 

３．認定建築主の氏名又は名称 

 

 

４．認定に係る建築物の位置 

 

 

５．取りやめの理由 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決裁年月日 

年  月  日 

 

 

  

第   号 

 

 

  

（注意） 

 １． ※印の欄には、記入しないでください。 

２． 申出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

３． 申出書には、省令第４３条第１項の規定による認定通知書を添付してください。 



様式第１２号（第１８条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

認定取消通知書 

 

 

認定建築主 

          様 

 

各務原市長        印 

 

 

 

 都市の低炭素化の促進に関する法律第５８条の規定に基づき、下記の認定低炭素建築物新築等

計画について、その認定を取り消しましたので、各務原市都市の低炭素化の促進に関する法律に

基づく認定等に係る事務処理要綱第１８条の規定に基づき、これを通知します。 

 

 

記 

 

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号 

 

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日 

 

３．認定建築主の氏名又は名称 

 

４．認定に係る建築物の位置 

 

５．理由 

 

 

 

（教示） 
１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、各務原市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
各務原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処
分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分
の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合
には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
処分の取消しの訴えを提起することができます。 


